
資料２

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律（カルタヘナ法）に係る申請案件の検討状況について
（平成１７年７～９月分）

平成17年10月18日
農林水産技術会議事務局

技術安全課

○ 農林水産技術会議の意見を送付した案件について（報告）
平成１７年７～９月においては、下表のとおり、第一種使用規程９件

について学識経験者から意見の提出があり、農林水産技術会議としても
、 。これらの意見は適切である旨意見を付して 消費・安全局長に送付した

〈第一種使用規程〉

申 請 案 件 第一種使用等の内容 検討会開催日 学識経験者からの 意見送付月日
意見

食用又は飼料用に供 平成１６年【日本モンサント（株 】）

除草剤グリホサート 月２４日するための使用、栽 ９
耐性トウモロコシ 平成１７年培、加工、保管、運
（GA21） ６月 ６日搬及び廃棄並びにこ

６月２０日れらに付随する行為
７月２１日

平成１７年【デュポン（株 】） 食用又は飼料用に供
除草剤グルホシネー ５月１２日するための使用、栽
ト耐性及びチョウ目 ６月 ６日培、加工、保管、運
害虫抵抗性トウモロ ６月２０日搬及び廃棄並びにこ

れらに付随する行為 ７月２１日 平成１７年コシ（T25×MON810）
７月２６日「生物多様性影

響の生ずるおそ【日本モンサント（株 】） 食用又は飼料用に供 平成１７年
除草剤グリホサート 月２０日 れはないとしたするための使用、栽 ６
耐性及びチョウ目害 ７月 １日 生物多様性影響培、加工、保管、運
虫抵抗性トウモロコ ７月２１日 評価書の結論は搬及び廃棄並びにこ
シ（GA21×MON810） 妥当」れらに付随する行為

食用又は飼料用に供 平成１７年【デュポン（株 】）

チョウ目害虫抵抗性 月２０日するための使用、栽 ６
及びコウチュウ目害 ７月 １日培、加工、保管、運
虫抵抗性及び除草剤 ７月２１日搬及び廃棄並びにこ

れらに付随する行為グルホシネート耐性
トウモロコシ（1507
×59122）

食用又は飼料用に供 平成１６年【バイエルクロップサイエン

月１５日ス（株 】） するための使用、加 １０
除草剤グルホシネー 平成１７年工、保管、運搬及び
ト耐性トウモロコシ ６月２０日廃棄並びにこれらに

付随する行為 平成１７年（T14） ７月１５日
９月２８日９月 ５日

食用又は飼料用に供 平成１６年【日本モンサント（株 】）

除草剤グリホサート 月 ５日するための使用、栽 １１
耐性及びコウチュウ 平成１７年培、加工、保管、運
目及びチョウ目害虫 ７月１５日搬及び廃棄並びにこ
抵抗性トウモロコシ ８月１０日れらに付随する行為
MON88017×MON810 ９月 ５日（ ）



申 請 案 件 第一種使用等の内容 検討会開催日 学識経験者からの 意見送付月日
意見

食用又は飼料用に供 平成１７年【デュポン（株 】）
コウチュウ目害虫抵 月 １日するための使用、栽 ７
抗性及び除草剤グル ７月１５日培、加工、保管、運
ホシネート耐性及び ９月 ５日搬及び廃棄並びにこ

れらに付随する行為除草剤グリホサート
耐性トウモロコシ
（59122×NK603）

食用又は飼料用に供 平成１７年 平成１７年【デュポン（株 】） 「生物多様性影
するための使用、栽 ７ ９月２８日コウチュウ目害虫抵 月 １日 響の生ずるおそ

抗性及びチョウ目害 ７月１５日 れはないとした培、加工、保管、運
虫抵抗性及び除草剤 ９月 ５日 生物多様性影響搬及び廃棄並びにこ
グルホシネート耐性 評価書の結論はれらに付随する行為
及び除草剤グリホサ 妥当」
ート耐性トウモロコ
シ（59122×1507×N
K603）

食用又は飼料用に供 平成１７年【日本モンサント（株 】）

７月 １日除草剤グリホサート するための使用、加
耐性及びチョウ目害 工、保管、運搬及び ７月１５日
虫抵抗性ワタ 廃棄並びにこれらに ９月 ５日
(MON88913×15985) 付随する行為

注）検討会開催日欄の（ ）内は農作物分科会、それ以外は総合検討会である。



第一種使用規程の意見送付状況

平成１７年９月３０日現在

承 認 件 数 経過措置
作物名 意見送付数

うち栽培 うち栽培うち隔離圃場等
（使用期限終了）

３ｱ ﾙ ﾌ ｧ ﾙ ﾌ ｧ

１８イ ネ ２０ １８
( ) ( )4 4

５カーネー ５ ５
ション

１ ３ダ イ ズ １ １

１テンサイ １ １

１０ ３ １０ ４トウモロコシ ２５ １３
(1) (1)

１０ ２ｾｲﾖｳﾅﾀﾈ

１パパイヤ

１ベントグラス １ １

１ワ タ １０ ７
(1) (1)

１６ ２４ ２４ ６合 計 ６６ ４６
( ) ( )6 6

注 「隔離圃場等」には隔離圃場における栽培の他、一般圃場であるが、栽培場所を限定した承認）
も含む。また （ ）内は使用期限が終了しているもので内数である。、

第二種使用規程の意見送付状況

平成１７年９月３０日現在

動物名 意見送付数 確 認 件 数

８マ ウ ス ８

１ラ ッ ト １

９合 計 ９



第１種使用等の場合の承認手続き（第１種使用規程の承認）

農林水産省

消費・安全局農産安全管理課が
申請書を審査、受理

生物多様性影響評価検討会

承認可否等の結果を通知・公表
（農林水産大臣と環境大臣の連名）

検討会の意見を提出

パブリック・コメントの実施
（農林水産省と環境省の共同実施）

事務局は環境省の協力を得て農林水産省消費・安全局
農産安全管理課が担当

申請書の回付

申請者

農作物分科会 水生生物分科会 微生物分科会

分 科 会
技術安全課 共同で開催 野生生物課

技術安全課

分科会の意見の報告

野生生物課

農産安全管理課 ・ 野生生物課承認の可否の検討

共同で開催

回答

総合検討会

農林水産省技術会議事務局長と環境省自然環境局長が連名で検討会
委員を選定（手順）

委員の選定に当たっては、名簿に記載されている
学識経験者のうちから分野別に当てる。

農林水産技術会議事務局
技術安全課

環境省

自然環境局野生生物課

意見が適当であるかどうかの判断
（会長専決事項、４半期に１度技術会
議に報告）

農林水産技術会議

林木分科会
（H17.4設置）

（参考１）



第２種使用等の場合の確認手続き（拡散防止措置の確認）

農林水産省

確認可否等の結果を通知・公表
（農林水産大臣名で通知）

検討会の意見を提出

申請書の回付

申請者

農産安全管理課確認の可否の検討

農林水産技術会議事務局
技術安全課

回答

技術安全課

農林水産技術会議事務局長が検討会委員を選定

意見が適当であるかどうかの判断
（会長専決事項、４半期に１度技術会議に報告）

農林水産技術会議

消費・安全局農産安全管理課が
申請書を審査、受理

拡散防止措置確認会議

動物検討会 微生物検討会

（参考２）



（ ）参考３

遺伝子組換え農作物の開発から商品化までの流れ

法律に基づくチェック 開発の段階 試験研究等の実施内容

研究開発等 基礎的な

に係る第二 研究

種使用等

【 】ｶﾙﾀﾍﾅ法

実験室等 ・組換え遺伝子が目的どおり拡散防止措置

での試験 働いているか確認に基づく使用

・有害物質を出さないか確認※文部科学省が所管

２年以上

野生動植物

影響評価 隔離ほ場 ・野外での生育特性の確認への

ｶﾙﾀﾍﾅ法 での試験 ・近縁野生種との交雑の程度【 】

の確認・競合におけ

１年以上る優位性

有害物質・

の産生性

食品安全性 一般ほ場 ・食品安全性確認のための・交雑性

等の審査 での試験 試験材料の生産

、 【 】試験段階 食衛法等

商業利用 ･蛋白質の 約２年 ・栽培特性の確認

段階等に 有害性 ・栽培管理方法の検討

応じた ･ｱﾚﾙｷﾞｰ性

影響評価 等

商品化への ・品種の登録

準備 ・種子の増殖

遺伝子組換え食品の表示

【食衛法、 法】 商品化JAS
・ 遺伝子組換え」の表示「



- 1 -

（参考４）

カ ル タ ヘ ナ 法 に 基 づ く 承 認 件 数 と 食 品

安 全 性 の 審 査 手 続 き を 経 た 件 数 の 比 較

平成１７年９月３０日現在

カ ル タ ヘ ナ 法
作物名 食品安全性 備 考

商業利用 経過措置隔離ほ場等

１８イ ネ

カーネー 食品ではない５
ション

ジャガイ 植物防疫上LMOでの輸入８
モ は不可。

１ ３ ４ダ イ ズ

テンサイ 現時点では、砂糖での１ ３
輸入に限られ、LMOでの
輸入はなし。

トウモロコシ 食品安全性審査中のも３ １０ １０ １９注１

の等あり。

１０ １５ｾｲﾖｳﾅﾀﾈ 注２

パパイヤ 食品安全性は審査中。１

ベントグラス 食品ではない。１

ワ タ 綿実油又は油かすでの１ ６ １４
輸入に限られ、LMOでの

。輸入のないものがある

２４ ２２ ２４ ６３合 計

注１、注２）カルタヘナ法では、遺伝子組換え技術によって得られた核酸の複製物の同定等によって
互いに識別することが困難な遺伝子組換え生物であって、それらの生理学的及び生態学的特性の幅を
考慮して、まとめて生物多様性影響の評価を行うことが可能なものについては、一括して申請するこ
ととしており、トウモロコシの経過措置の１０件（注１）は、食品安全性の審査の申請単位でいえば
１１件に、セイヨウナタネの経過措置１０件（注２）は同１５件となる。


